
中
国
に
お
け
る
経
典
目
録
の
生
成
と
入
蔵
録

大
谷
大
学
名
誉
教
授

大

内

文

雄

（
１
）「
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
趣
旨
」
と
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
再
刊
の
趣
旨
」

只
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
大
内
と
申
し
ま
す
。
私
は
中
国
の
仏
教
史
を
研
究
対
象
と
し
て
参
り
ま
し
た
。

最
初
に
講
題
に
言
う
経
典
目
録
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
致
し
ま
す
。
経
典
目
録
は
、
中
国
を
初
め
と
す
る
漢
字
文
化
圏
で
の
仏
教

の
歴
史
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
重
要
な
史
料
で
す
。

我
々
が
通
常
仏
教
史
や
、
真
宗
学
・
仏
教
学
を
研
究
す
る
に
は
、
全
て
基
礎
史
資
料
と
し
て
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
を
使
用
す
る

と
思
い
ま
す
。
洋
装
三
段
組
の
活
版
印
刷
で
、
印
度
中
国
撰
述
部
だ
け
で
五
十
五
巻
あ
り
ま
す
。
高
楠
順
次
郎
、
渡
邊
海
旭
と
い
う

お
二
人
に
よ
っ
て
刊
行
が
発
願
さ
れ
ま
し
た
。
私
の
手
元
に
改
訂
新
版
の
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
目
録
』
が
あ
り
ま
す
が
、
冒
頭
に
、

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
の
年
次
を
記
す
、
こ
の
お
二
人
に
よ
る
「
刊
行
趣
旨
」
と
、
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
な
り
ま

し
て
大
正
大
蔵
経
が
再
刊
さ
れ
た
時
の
「
再
刊
の
趣
旨
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
趣
旨
」
で

す
の
で
、「
大
蔵
経
」
が
正
式
の
名
称
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
お
二
人
の
「
刊
行
趣
旨
」
で
は
「
大
正
新
脩
一
切
経
」
と
い

～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�～�

１１ 中国における経典目録の生成と入蔵録



う
表
現
も
し
ま
す
。
ま
た
「
再
刊
の
趣
旨
」
で
も
「
大
蔵
経
」「
一
切
経
」
両
者
共
に
用
い
ら
れ
、
ど
う
や
ら
「
一
切
経
」
は
普
通

名
詞
で
「
大
蔵
経
」
の
方
が
固
有
名
詞
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
２
）
中
国
に
お
け
る
典
籍
目
録
編
纂
・
仏
教
経
典
目
録
前
史

仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
の
は
ほ
ぼ
紀
元
一
世
紀
前
後
の
後
漢
の
初
め
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
す
。
前
漢
・
新
・
後
漢

と
い
う
前
後
四
百
年
く
ら
い
続
い
た
時
代
の
、
ち
ょ
う
ど
紀
元
前
後
頃
を
中
心
に
し
て
前
漢
と
後
漢
に
分
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
ろ

の
、
ま
だ
仏
教
が
本
格
的
に
中
国
に
入
る
前
に
、
春
秋
戦
国
時
代
以
来
の
い
わ
ゆ
る
諸
子
百
家
と
い
わ
れ
る
思
想
家
た
ち
に
よ
る
言

説
が
、
後
世
に
著
作
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
歴
史
記
録
も
大
量
に
堆
積
し
、
後
漢
初
期
の
頃
に
は
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
中
国
仏
教
の
歴
史
が
本
格
的
に
始
ま
る
よ
り
前
に
、
多
種
多
様
の
書
物
を
整
理
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

も
う

き
ょ
う

て
、
前
漢
末
か
ら
王
莽
の
新
と
い
う
王
朝
の
時
に
画
期
的
な
劉
向
に
よ
る
『
別
録
』
が
編
纂
さ
れ
、
そ
の
『
別
録
』
を
基
と
し
て
劉

き
ん

向
の
子
息
の
劉
歆
が
『
七
略
』
と
い
う
目
録
を
作
り
、
現
存
す
る
中
国
の
全
て
の
書
物
が
七
部
分
類
と
い
う
形
で
整
理
さ
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
中
国
の
み
な
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
最
初
の
典
籍
分
類
目
録
が
現
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
最
初
の

り
く
く
げ
い

輯
略
は
序
文
と
総
論
に
当
た
る
も
の
と
思
わ
れ
、
二
番
目
か
ら
が
目
録
部
分
に
な
り
、
順
に
六
藝
略
以
下
、
諸
子
、
詩
賦
、
兵
書
、

数
術
、
方
技
の
六
略
に
分
け
ら
れ
、
書
物
の
内
容
に
よ
っ
て
六
つ
に
分
類
さ
れ
ま
し
た
。
中
国
に
仏
教
が
伝
来
し
た
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
頃
、
既
に
中
国
に
は
こ
う
い
う
よ
く
整
備
さ
れ
た
分
類
目
録
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
次
に
後
漢
初
期
の
頃
、
班
固
が
編
纂
し

げ
い
も
ん

た
『
漢
書
』
に
も
、
藝
文
志
と
い
う
書
籍
目
録
が
含
ま
れ
、
六
藝
略
か
ら
方
技
略
ま
で
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
た
め

に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
劉
向
・
劉
歆
に
よ
る
編
纂
の
内
容
が
分
か
り
ま
す
。『
漢
書
』
と
い
う
の
は
前
漢
一
代
だ
け
の
断
代
史
で
す
が
、
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『
漢
書
』
は
ま
た
前
漢
・
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
続
く
正
史
と
さ
れ
、
そ
の
藝
文
志
は
正
史
に
収
め
ら
れ
る
書
籍
目
録
と
し
て
は
最

初
の
例
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
前
漢
末
か
ら
後
漢
の
初
め
に
お
い
て
、
中
国
で
は
典
籍
の
分
類
整
理
に
つ
い
て
既
に
確
固
た
る
基
盤
が
築
か
れ
て
い

ま
し
た
。
イ
ン
ド
か
ら
運
ば
れ
た
仏
教
経
典
が
漢
訳
さ
れ
、
時
代
を
経
る
に
従
っ
て
そ
の
数
を
増
や
し
て
行
け
ば
、
経
典
の
内
容
や

翻
訳
に
際
し
て
の
翻
訳
者
や
時
代
・
場
所
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
重
複
し
て
く
る
と
整
理
の
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
時
に
整
理

の
方
法
論
が
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
大
事
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
目
録
上
の
仏
教
の
記
録
と
な
る
と
、
ず
っ
と
遅
れ
て
、
北
に
胡
族
の
国
家
が
続
く
北
朝
（
北
魏
、
東
魏
・
北
斉
、
西
魏
・
北

周
）、
南
に
漢
民
族
の
国
家
の
南
朝
が
存
続
す
る
南
北
朝
時
代
に
入
り
、
南
朝
（
宋
・
斉
・
梁
・
陳
）
の
二
つ
目
の
王
朝
の
南
斉
の

け
い
て
ん

と

ふ

時
、
王
倹
が
経
典
志
以
下
、
諸
子
・
文
翰
・
軍
書
・
陰
陽
・
術
藝
・
図
譜
の
七
種
に
分
類
し
て
『
七
志
』
と
い
う
目
録
を
作
り
ま
し

た
。
文
明
の
所
産
で
あ
る
思
想
や
文
学
・
技
術
全
て
の
書
物
を
七
分
類
し
、
そ
こ
に
付
録
と
し
て
、
道
、
仏
の
順
に
道
教
教
典
と
仏

教
経
典
の
こ
と
が
ほ
ん
の
少
し
で
す
が
、
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
仏
教
経
典
が
中
国
の
目
録
に
記
さ
れ
た
最
初
の
例
で
す
。
次

い
で
南
朝
・
梁
の
武
帝
・
普
通
四
年
（
五
二
三
）
に
、
阮
孝
緒
が
『
七
録
』
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
七
と
い
う
数
字
を
受
け
継
い

け
い
て
ん

で
い
ま
す
が
、
中
の
あ
り
よ
う
が
大
き
く
変
化
し
、
全
体
を
内
篇
と
外
篇
に
分
け
、
内
篇
は
経
典
録
以
下
、
紀
伝
・
子
兵
・
文
集
・

え
き

り
く
げ
い

け
い
て
ん

術
技
の
五
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。
経
典
録
は
儒
教
で
言
う
易
・
書
・
詩
・
礼
・
楽
・
春
秋
と
い
う
六
藝
、
六
種
の
経
典
の
他
、
孝
経

・
論
語
・
小
学
を
含
み
、
次
の
「
紀
伝
録
」
は
歴
史
記
録
で
す
。
こ
の
内
篇
に
対
し
外
篇
と
し
て
仏
法
録
・
仙
道
録
が
置
か
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
仏
教
を
先
に
道
教
が
後
に
置
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
経
典
の
漢
訳

が
進
み
、
中
国
固
有
の
文
章
語
に
よ
る
漢
文
文
献
と
し
て
の
数
量
が
増
し
、
仏
法
録
に
載
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
数
的
規
模
が
示
さ
れ
、

同
時
に
道
教
に
も
そ
の
影
響
が
及
ん
で
道
教
経
典
と
さ
れ
る
も
の
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
ま
し
た
。
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じ
ゅ
ん
き
ょ
く

次
に
、
四
部
分
類
の
方
法
が
既
に
三
国
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
西
晋
の
初
め
に
鄭
黙
、
荀
勗
に
よ
っ
て
四
部
分
類

け
い

け
い

の
『
中
経
』『
中
経
新
簿
』
と
い
う
目
録
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
全
て
の
中
国
の
書
物
を
四
つ
に
分
類
す
る
、
こ
れ
が
後
に
主
流
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
唐
の
魏
徴
が
太
宗
の
勅
命
を
受
け
る
形
で
編
纂
の
代
表
者
と
な
っ
た
『
隋
書
』
は
隋
の
一
代
だ
け
を
記
録
し
た
も

け
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、『
隋
書
』
経
籍
志
と
い
う
書
籍
目
録
の
と
こ
ろ
で
は
、
後
漢
代
か
ら
隋
代
に
至
る
ま
で
の
書
物
を
分
類
し
通
史

け
い

け
い

と
し
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
そ
の
『
隋
書
』
経
籍
志
が
、
経
部
、
史
部
、
子
部
、
集
部
の
四
部
分
類
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
儒
教
の
経

典
が
ま
ず
経
部
。
そ
し
て
次
に
、
時
代
と
共
に
歴
史
関
係
の
書
物
の
数
が
非
常
に
増
え
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
諸
子
百
家

の
子
部
が
先
で
、
次
に
歴
史
の
史
部
が
来
る
順
序
で
あ
っ
た
も
の
を
変
え
て
、
現
状
に
合
わ
せ
て
史
部
・
子
部
の
順
に
改
め
、
第
四

の
集
部
の
後
に
付
録
と
し
て
道
経
、
仏
経
の
項
が
設
け
ら
れ
、
道
教
・
仏
教
の
順
に
経
典
等
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
唐
代
で
は
則
天

武
后
の
時
代
を
除
き
、
基
本
的
に
道
先
仏
後
の
順
で
す
。

（
３
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
巻
五
五
・
目
録
部
所
収
経
典
目
録

一

梁
・
僧
祐
（
四
四
五
〜
五
一
八
│
梁
・
武
帝
天
監
一
七
年
歿
）
撰
『
出
三
蔵
記
集
』
一
五
巻

二

隋
・
法
経
等
撰
『
衆
経
目
録
』
七
巻

隋
・
文
帝

開
皇
一
四
年
（
五
九
四
）

〇

隋
・
費
長
房
撰
『
歴
代
三
宝
紀
』
一
五
巻
（
巻
四
九
・
史
伝
部
一
所
収
）

隋
・
文
帝

開
皇
一
七
年
（
五
九
七
）

三

隋
・
彦
琮
撰
『
衆
経
目
録
』
五
巻

隋
・
文
帝

仁
寿
二
年
（
六
〇
二
）

四

唐
・
静
泰
撰
『
衆
経
目
録
』
五
巻

唐
・
高
宗

龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
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五

唐
・
道
宣
撰
『
大
唐
内
典
録
』
一
〇
巻

唐
・
高
宗

龍
朔
四
年
（
六
六
四
）

六

唐
・
靖
邁
撰
『
古
今
訳
経
図
紀
』
四
巻

七

武
周
・
明
佺
等
撰
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
一
五
巻

武
周
・
天
冊
萬
歳
元
年
（
六
九
五
）

八

唐
・
智
昇
撰
『
開
元
釈
教
録
』
二
〇
巻

唐
・
玄
宗

開
元
一
八
年
（
七
三
〇
）

九

唐
・
圓
照
撰
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
三
〇
巻

唐
・
徳
宗

貞
元
一
六
年
（
八
〇
〇
）

イ
ン
ド
文
化
圏
所
産
の
仏
教
経
典
が
漢
文
と
い
う
東
ア
ジ
ア
共
通
の
文
章
語
に
翻
訳
さ
れ
、
漢
文
化
さ
れ
た
経
典
と
し
て
ど
の
よ

う
に
記
録
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
、
現
在
で
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
目
録
部
に
収
載
さ
れ
て
い
る
以
上
の
経
典
目
録

（
以
下
、
経
録
と
略
）
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
番
か
ら
九
番
ま
で
数
字
を
振
っ
て
お
り
ま
す
の
は
目
録
部
に
入
っ
て
い
る
も
の

で
す
。
そ
の
他
に
、
八
番
、
九
番
は
続
編
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
丸
印
を
つ
け
た
三
番
目
の
隋
の
費
長
房
撰
『
歴
代
三
宝
紀
』

は
、『
大
正
大
蔵
経
』
第
四
九
巻
の
史
伝
部
に
あ
り
、
史
伝
部
の
第
一
巻
に
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
目
録
で

は
な
く
て
歴
史
記
録
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
が
今
日
の
話
の
眼
目
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
一
番
か
ら
九
番
ま
で
の
目
録
に
よ
っ
て
何
が
行
わ
れ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
ま
ず
経
典
の
真
偽
判
別
で
す
。
も
ち
ろ

ん
経
典
の
内
容
に
よ
っ
て
の
分
類
は
第
一
に
大
事
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
で
は
漢
訳
さ
れ
た
仏
典
は
、
す
ぐ
に
真
似
ら
れ

て
、
古
く
か
ら
疑
偽
経
典
と
言
わ
れ
る
も
の
が
多
数
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
経
録
を
作
る
人
た
ち
は
、
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』

の
よ
う
に
個
人
的
な
念
願
を
持
っ
て
作
っ
た
人
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
隋
の
法
経
以
降
の
目
録
は
全
て
基
本
的
に
個
人
撰
と
い
う
形

に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
よ
く
見
る
と
全
て
皇
帝
の
許
可
の
も
と
に
皇
帝
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
公
的
な
色
彩
を
持
っ

た
も
の
と
思
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
は
経
・
律
・
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
内
容
に
よ
る
分
類
と
整
理
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
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私
自
身
が
関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
こ
う
い
っ
た
経
録
に
は
正
と
負
の
両
面
が
あ
る
こ
と
で
す
。
正
の
面
は
、
経
・
律
・
論

と
そ
れ
に
続
く
賢
聖
集
伝
と
い
う
賢
人
や
聖
人
、
釈
尊
の
教
説
を
自
分
の
考
え
に
よ
っ
て
世
に
広
め
て
い
っ
た
人
々
に
よ
る
著
作
が

そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
特
に
経
典
の
中
で
こ
れ
は
大
切
な
も
の
正
し
い
も
の
、
正
し
く
釈
尊
の
教
え
を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
だ
と

証
明
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
も
の
は
、
疑
わ
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
偽
物
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
再
検
討

と
糾
弾
の
対
象
と
な
り
、
疑
経
・
偽
経
の
目
録
が
作
ら
れ
、
疑
経
は
将
来
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
ま
す
が
、
偽
物
、

「
偽
妄
」
と
判
断
さ
れ
た
経
典
は
将
来
に
わ
た
っ
て
伝
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
一
種
の
禁
書
目
録
と
な
っ
た
よ
う
に
、
経
録
に

は
保
護
と
排
除
の
両
面
が
あ
り
、
経
蔵
に
入
れ
る
べ
き
経
典
と
経
蔵
に
い
れ
て
は
な
ら
ぬ
経
典
が
判
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

（
４
）
漢
訳
大
蔵
経
成
立
の
端
緒
│
後
漢
〜
東
晋
・
南
北
朝
│
前
秦
・
道
安
（
三
一
二
〜
三
八
五
）

に
よ
る
「
経
典
目
録
」
の
始
め
と
、
南
朝
・
梁
の
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』

後
漢
か
ら
南
北
朝
ま
で
、
こ
の
時
代
に
た
く
さ
ん
の
翻
訳
者
が
活
躍
し
ま
す
。
中
で
最
も
著
名
な
人
を
一
人
挙
げ
れ
ば
、
そ
れ
は

鳩
摩
羅
什
だ
と
思
い
ま
す
。
鳩
摩
羅
什
は
四
世
紀
の
半
ば
か
ら
五
世
紀
の
始
め
に
か
け
て
の
人
で
、
当
時
は
、
南
は
漢
族
の
東
晋
、

け
つ

て
い

き
ょ
う

北
は
五
胡
（
匈
奴
・
羯
・
鮮
卑
・
氐
・
羌
）
に
よ
る
十
六
国
時
代
と
い
う
分
裂
割
拠
の
時
代
に
当
り
ま
す
。
ク
チ
ャ
（
亀
茲
）
出
身

の
鳩
摩
羅
什
が
、
チ
ベ
ッ
ト
系
民
族
の
氐
族
・
羌
族
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
前
秦
・
後
秦
の
都
・
長
安
に
と
ど
ま
っ
て
、
皇
帝
に
よ

る
手
厚
い
待
遇
と
保
護
を
受
け
、
翻
訳
道
場
に
僧
俗
の
優
秀
な
人
材
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
後
の
中
国
仏
教
の
骨
格
を
な
す
経
・
律
・

論
・
賢
聖
集
伝
に
亘
る
仏
教
典
籍
（
梁
・
僧
祐
『
出
三
蔵
記
集
』
目
録
部
分
で
は
３５
部
２９４
巻
、
唐
・
智
昇
『
開
元
釈
教
録
』
で
は
７４

部
３８４
巻
）
の
翻
訳
・
講
義
と
、
三
千
人
と
も
称
さ
れ
る
門
下
生
を
指
導
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
唐
・
玄
奘
以
前
の
最
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も
偉
大
な
訳
経
僧
鳩
摩
羅
什
が
翻
訳
し
た
総
数
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
『
出
三
蔵
記
集
』
の
伝
記
の
部
分
で
は
「
三
十
二
部
三
百

余
巻
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鳩
摩
羅
什
で
す
ら
都
合
三
説
が
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

経
典
翻
訳
の
際
の
翻
訳
者
・
協
力
者
、
そ
の
時
と
所
な
ど
は
具
体
的
な
記
録
と
し
て
第
一
に
重
要
で
す
が
、
時
と
と
も
に
失
わ
れ

て
ゆ
く
の
は
戦
乱
が
続
く
時
代
で
あ
れ
ば
猶
更
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
記
録
の
不
備
に
気
付
き
、
最
初
の
経
録
を
作
っ
た
の

が
、
五
胡
十
六
国
時
代
・
前
秦
国
の
道
安
で
し
た
。
こ
の
道
安
の
経
録
自
体
は
い
つ
し
か
失
わ
れ
、
そ
の
後
、
南
朝
・
梁
の
僧
祐
の

『
出
三
蔵
記
集
』
の
中
に
そ
の
一
部
が
引
用
さ
れ
て
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
出
三
蔵
記
集
』
に
は
、
経
・
律
・
論
の
経
録
部
分
と

と
も
に
、
経
・
律
・
論
三
蔵
の
翻
訳
の
記
録
と
し
て
、
経
・
律
・
論
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
て
い
た
経
序
等
の
文
章
が
集
め
ら
れ
て
い

て
、
中
国
仏
教
史
上
の
重
要
な
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
５
）
漢
訳
入
蔵
録
の
成
立
│
隋
の
経
典
目
録
三
種

法
経
等
撰
『
衆
経
目
録
』
七
巻

隋
・
文
帝

開
皇
一
四
年
（
五
九
四
）

費
長
房
撰
『
歴
代
三
宝
紀
』
一
五
巻

隋
・
文
帝

開
皇
一
七
年
（
五
九
七
）

彦
琮
撰
『
衆
経
目
録
』
五
巻

隋
・
文
帝

仁
寿
二
年

（
六
〇
二
）

し
ゅ
き
ょ
う

隋
（
五
八
一
〜
六
一
八
）
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
目
録
が
編
纂
さ
れ
、
特
に
法
経
が
中
心
と
な
っ
た
最
初
の
『
衆
経
目

録
』（
以
下
『
法
経
録
』
と
略
）
七
巻
は
、
隋
の
文
帝
（
在
位

五
八
一
〜
六
〇
四
）
の
勅
命
を
受
け
て
作
ら
れ
、
そ
の
後
の
経
録

の
基
礎
と
な
り
ま
し
た
。
彦
琮
に
よ
る
『
衆
経
目
録
』（
以
下
『
彦
琮
録
』
と
略
）
五
巻
は
、
経
蔵
に
ど
の
よ
う
な
経
典
を
収
納
し
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保
存
す
る
か
、
言
わ
ば
入
蔵
録
と
し
て
の
実
用
の
基
本
形
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
両
書
の
間
に
位
置
す
る
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
経

録
と
史
書
の
両
面
を
持
ち
ま
す
。

『
法
経
録
』
第
七
巻
の
衆
経
総
録
と
い
う
総
ま
と
め
の
と
こ
ろ
に
、
目
録
の
完
成
を
報
告
す
る
法
経
の
上
表
文
が
あ
り
ま
し
て
、

当
時
の
状
況
を
今
に
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
時
の
皇
帝
文
帝
は
、
道
・
仏
両
教
に
保
護
を
加
え
、
特
に
仏
教
に
心
を
寄
せ
た
皇
帝

と
し
て
有
名
で
す
。
全
中
国
が
隋
の
皇
帝
の
も
と
に
統
率
さ
れ
る
歴
史
が
始
ま
り
ま
す
と
、
前
代
の
北
周
が
実
施
し
た
道
仏
二
教
の

廃
棄
政
策
か
ら
転
換
し
て
、
道
教
と
と
も
に
、
国
策
と
し
て
仏
教
を
非
常
に
強
く
位
置
づ
け
る
時
代
と
な
り
、
次
の
煬
帝
の
時
代
ま

で
そ
れ
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。
都
の
長
安
に
は
大
興
善
寺
と
い
う
国
立
の
大
寺
院
が
作
ら
れ
、
そ
こ
に
翻
経
所
と
呼
ば
れ
る
経
典
翻

訳
を
専
門
に
す
る
道
場
を
設
置
し
、
二
十
名
の
翻
経
大
徳
の
下
に
経
典
翻
訳
を
主
務
と
す
る
僧
侶
が
集
め
ら
れ
、
在
俗
の
官
僚
と
し

て
翻
経
学
士
が
置
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
た
く
さ
ん
の
経
典
が
整
然
と
組
織
的
に
翻
訳
さ
れ
る
時
代
が
現
れ
、
法
経
が
翻
経

大
徳
の
代
表
者
と
し
て
、
文
帝
に
対
し
提
出
し
た
目
録
完
成
を
報
告
す
る
上
表
文
の
冒
頭
に
は
、
そ
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。

つ
つ
し

だ
ん
お
つ

も
う

「
大
興
善
寺
翻
経
衆
沙
門
法
経
等
、
敬
ん
で
皇
帝
大
檀
越
に
白
す
。
去
る
五
月
十
日
、
太
常
卿
牛
弘
、
勅
を
奉
じ
て
い
え
ら
く
、

す
べ
か

つ
つ
し

す

か
ぞ

須
ら
く
衆
経
目
録
を
撰
す
べ
し
と
。
経
等
、
謹
ん
で
即
ち
修
撰
す
。
総
べ
て
衆
経
を
計
う
る
に
合
せ
て
二
千
二
百
五
十
七
部
五

お
わ

千
三
百
一
十
卷
あ
り
、
凡
そ
七
卷
と
為
す
。
別
錄
は
六
卷
、
總
錄
一
卷
な
り
。
繕
写
始
め
て
竟
り
、
謹
ん
で
用
て
進
呈
す
。」

ほ
ぼ

続
い
て
漢
魏
・
西
晋
時
代
の
概
略
を
述
べ
た
後
、
東
晋
代
に
入
り
華
北
・
五
胡
時
代
の
前
秦
後
秦
と
合
わ
せ
て
「
経
律
粗
備
わ

る
」
と
称
し
て
、『
論
語
』
衛
霊
公
篇
の
「
人
能
く
道
を
弘
む
」
に
も
と
づ
き
、
孔
子
が
弘
め
る
人
と
し
て
の
道
を
仏
教
に
ひ
き
寄
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よ

せ
て
、「
法
は
人
に
仮
り
て
弘
ま
り
、
賢
明
の
ひ
と
日
々
に
広
し
」
と
言
い
、
儒
教
的
な
中
国
固
有
の
言
葉
を
仏
教
的
な
言
葉
に
置

き
換
え
て
賞
賛
し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
前
秦
道
安
の
翻
訳
経
典
の
研
究
と
整
理
と
経
典
目
録
の
創
案
を
特
筆
し
、
そ
れ
よ
り
開
皇

一
四
年
の
今
に
至
る
ま
で
の
二
百
年
間
に
、
十
数
家
の
経
録
製
作
者
が
現
れ
る
中
、
梁
の
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』
を
近
来
観
る
べ

き
著
作
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、『
出
三
蔵
記
集
』
以
外
の
経
録
は
勿
論
、『
出
三
蔵
記
集
』
に
も
経
録
と
し
て
の
編
成
の
未
整
備
が
認

め
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
南
北
朝
末
の
「
三
国
」
の
時
代
を
経
た
現
在
、
前
代
の
仏
教
典
籍
の
全
て
を
見
て
異
同
を

調
べ
る
こ
と
が
か
な
わ
ぬ
以
上
、
今
は
唯
、
し
ば
ら
く
「
諸
家
の
目
録
」
に
拠
っ
て
大
綱
を
示
す
と
し
て
、
全
体
を
大
・
小
乗
、
経

・
律
・
論
の
六
録
と
そ
れ
以
外
の
三
録
の
、
会
わ
せ
て
九
録
に
分
類
し
、
六
録
そ
れ
ぞ
れ
を
一
訳
・
異
訳
・
失
訳
・
別
生
・
疑
惑
・

偽
妄
の
六
つ
に
分
け
、
経
・
律
・
論
以
外
の
論
著
に
対
し
て
は
西
域
・
此
方
の
二
つ
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
経
録
の
い
わ

ば
基
本
が
こ
こ
に
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
言
う
一
訳
・
異
訳
・
失
訳
と
は
、
つ
ま
り
、
経
典
を
翻
訳
し
た
人
が
単
数
の
場
合
、

複
数
で
あ
る
場
合
、
分
か
ら
な
い
場
合
、
別
生
と
は
特
定
の
複
数
巻
の
経
典
か
ら
一
部
が
抜
き
出
さ
れ
て
独
立
に
用
い
ら
れ
た
経

典
、
そ
し
て
疑
惑
、
偽
妄
と
は
、
疑
わ
し
い
も
の
は
将
来
に
わ
た
っ
て
真
偽
を
確
か
め
よ
、
偽
妄
の
も
の
は
書
写
と
普
及
を
許
さ

ず
、
存
続
を
許
さ
な
い
と
い
う
禁
書
目
録
で
す
。
こ
こ
に
も
、
当
時
の
王
朝
国
家
の
意
思
が
働
い
て
い
る
の
で
す
。

費
長
房
の
『
歴
代
三
宝
紀
』（
以
下
『
三
宝
紀
』
と
略
）
は
、『
法
経
録
』
に
続
い
て
開
皇
一
七
年
（
五
九
七
）
に
著
さ
れ
ま
し

た
。『
三
宝
紀
』
全
一
五
巻
は
、
釈
尊
誕
生
か
ら
隋
・
開
皇
一
七
年
ま
で
を
扱
う
佛
教
史
年
表
で
あ
る
「
帝
年
」
三
巻
、
後
漢
か
ら

開
皇
一
七
年
ま
で
の
仏
典
の
翻
訳
・
著
述
の
跡
を
朝
代
毎
に
編
年
史
と
し
て
ま
と
め
た
「
代
録
」
九
巻
、
大
・
小
乗
の
「
入
蔵
録
」

二
巻
、
総
目
録
一
巻
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
隋
代
に
至
る
中
国
王
朝
の
正
統
は
、
漢
族
優
位
を
主
題
と
し
な
が
ら
南
北
朝
末

の
三
国
時
代
に
お
い
て
は
南
朝
梁
か
ら
西
魏
・
北
周
・
隋
と
継
承
さ
れ
る
と
す
る
独
特
の
正
統
史
観
を
示
し
て
、
隋
・
開
皇
時
代
に

い
た
る
中
国
仏
教
史
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。「
帝
年
」「
代
録
」
に
続
く
「
入
蔵
録
」
は
、
従
っ
て
隋
・
文
帝
の
仏
教
政
策
を
称
揚
し
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そ
の
治
世
を
翼
賛
す
る
『
三
宝
紀
』
の
重
要
な
一
部
と
し
て
の
働
き
を
持
ち
ま
す
。『
三
宝
紀
』
の
名
称
は
内
題
と
し
て
の
「
歴
代

紀
」
に
依
る
も
の
で
、
外
題
に
は
「
開
皇
三
宝
録
」
と
す
る
よ
う
に
、
仏
典
翻
訳
史
を
主
題
と
す
る
史
書
で
あ
り
な
が
ら
経
録
的
性

格
を
強
く
帯
び
て
、「
入
蔵
録
」
の
名
称
が
初
め
て
明
示
さ
れ
た
と
共
に
、
そ
れ
を
一
書
の
構
成
要
素
と
し
、
且
つ
書
名
に
「
開
皇
」

と
い
う
皇
帝
の
年
号
を
冠
し
た
の
は
『
三
宝
紀
』
を
嚆
矢
と
し
、
大
蔵
経
の
歴
史
の
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
の
構

成
は
巻
一
三
・
一
四
を
そ
れ
ぞ
れ
大
・
小
乗
入
蔵
目
と
し
、
ま
た
大
乗
録
を
菩
薩
蔵
、
小
乗
録
を
声
聞
蔵
と
称
し
、『
法
経
録
』
に

同
じ
く
経
・
律
・
論
三
蔵
そ
れ
ぞ
れ
も
修
多
羅
・
毘
尼
・
阿
毘
曇
と
称
し
、
三
蔵
各
々
を
更
に
有
訳
・
失
訳
に
分
類
し
記
録
し
て
い

ま
す
。『
法
経
録
』
は
現
有
の
仏
典
総
数
を
短
期
間
の
う
ち
に
纏
め
上
げ
、
そ
の
力
量
の
程
を
示
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
続
き
、
還

俗
僧
に
し
て
且
つ
翻
経
衆
の
一
員
と
し
て
翻
経
学
士
の
身
分
を
持
つ
費
長
房
に
よ
っ
て
、
隋
王
朝
の
正
統
性
を
前
面
に
押
し
出
す
史

書
『
三
宝
紀
』
の
中
に
「
入
蔵
録
」
と
称
さ
れ
る
目
録
が
初
め
て
編
成
・
上
呈
さ
れ
、
文
帝
の
命
に
よ
っ
て
天
下
に
頒
布
さ
れ
ま
し

た
。『
三
宝
紀
』
の
「
入
蔵
録
」
は
、『
法
経
録
』
の
大
・
小
乗
、
経
・
律
・
論
の
六
録
を
範
囲
と
し
、
そ
れ
以
外
の
三
録
、
す
な
わ

ち
仏
滅
度
後
の
抄
録
集
・
伝
記
録
・
著
述
録
が
省
か
れ
、
大
・
小
乗
経
律
論
三
蔵
の
み
の
入
蔵
目
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、

仏
教
大
蔵
経
と
は
「
大
行
菩
薩
国
王
」
と
称
し
転
輪
聖
王
に
な
ぞ
ら
え
る
文
帝
（『
三
宝
紀
巻
一
二
』）
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
対
象

で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
主
張
す
る
意
図
が
費
長
房
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

『
仁
寿
録
』
は
、
翻
経
大
徳
彦
琮
を
首
班
と
し
て
『
法
経
録
』
の
八
年
後
、
中
途
に
『
三
宝
紀
』
の
成
立
を
挟
ん
で
、
仁
寿
二
年

（
六
〇
二
）
に
、
こ
れ
ら
先
行
二
書
を
継
承
し
て
専
ら
入
蔵
録
と
し
て
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
所
轄
の
部
局
を
通

じ
て
大
興
善
寺
の
翻
経
衆
で
あ
る
翻
経
大
徳
・
沙
門
・
学
士
等
に
、
現
有
仏
典
を
調
査
し
「
経
録
」
を
定
め
る
べ
く
勅
命
が
下
さ
れ

た
と
あ
り
、
そ
の
編
纂
原
則
は
イ
ン
ド
伝
来
の
梵
本
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
書
写
す
べ
き
仏
典
と
し
て
記
録
し
、
厳
密
に
入
蔵
・

不
入
蔵
を
規
定
す
る
目
録
と
す
る
も
の
で
し
た
。
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『
法
経
録
』『
仁
寿
録
』
は
目
録
と
し
て
、『
三
宝
紀
』
は
史
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
の
書
名
上
に
勅
撰
の
表
示

は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
実
質
上
は
完
成
・
上
呈
後
、
共
に
勅
撰
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
大
蔵
経
と
し
て
入
蔵
さ
れ
た
仏
教

典
籍
の
社
会
的
位
置
は
一
層
の
向
上
を
み
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
ま
た
中
国
再
統
一
後
間
も
な
い
隋
・
文
帝
の
時
期
に
お
い
て
初
め

て
、
僅
か
八
年
の
間
に
こ
う
し
た
三
部
の
経
録
・
史
書
の
編
纂
が
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

大
蔵
経
編
纂
の
歴
史
に
お
い
て
隋
朝
は
こ
の
よ
う
に
重
要
な
位
置
を
占
め
ま
す
が
、
ま
た
経
典
保
存
の
上
に
お
い
て
も
大
き
く
寄

与
し
て
い
ま
す
。
唐
初
期
に
護
法
活
動
を
精
力
的
に
行
な
っ
た
法
琳
の
『
弁
正
論
』
に
は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
、
隋
を
経
て
唐
の
高

祖
及
び
太
宗
の
貞
観
六
年
（
六
三
二
）
ま
で
の
皇
帝
と
諸
王
臣
下
に
よ
る
一
切
経
書
写
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
こ

れ
ら
の
中
、
北
周
武
帝
の
当
時
ま
で
北
朝
領
域
に
保
存
さ
れ
て
い
た
そ
の
殆
ど
は
、
そ
の
領
域
内
に
実
施
さ
れ
た
仏
教
廃
棄
政
策
に

よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
次
い
で
南
朝
領
域
の
梁
陳
交
代
及
び
隋
に
よ
る
陳
征
服
の
際
に
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
次
の
隋

の
文
帝
・
煬
帝
に
よ
る
仏
典
修
復
の
事
業
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
弁
正
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
よ

文
帝

凡
そ
経
論
四
十
六
蔵
一
十
三
万
二
千
八
十
六
巻
を
写
し
、
故
経
三
千
八
百
五
十
三
部
を
修
治
す
。

あ
わ

す
べ

煬
帝

陳
を
平
ら
げ
し
の
後
、
揚
州
に
お
い
て
、
故
経
を
装
補
し
、
并
せ
て
新
本
を
写
す
こ
と
、
合
て
六
百
一
十
二
蔵
・
二
万

九
千
一
百
七
十
三
部
・
九
十
万
三
千
五
百
八
十
巻
。

こ
う
し
た
大
規
模
な
仏
教
経
典
に
対
す
る
保
護
事
業
が
推
進
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、
他
面
で
は
偽
経
典
廃
棄
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い

さ
ん

け
つ

た
実
態
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。
唐
・
道
宣
の
最
初
期
の
著
書
で
あ
り
且
つ
律
学
の
主
著
『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行

持
鈔
』（
貞
観
三
年
（
六
二
九
）〜
四
年
（
六
三
〇
）
初
稿
）
の
冒
頭
・
巻
上
一
の
第
一
〇
に
「
世
中
の
偽
説
を
明
ら
か
に
す
」
と
し
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だ
い
い

て
『
諸
仏
下
生
経
』
以
下
『
提
謂
経
』
ま
で
の
二
六
部
の
経
論
を
挙
げ
て

是
く
の
如
き
等
の
人
造
の
経
論
、
総
て
五
百
四
十
余
卷
あ
り
。
代
代
に
漸
出
す
。
文
義
浅
局
に
し
て
、
多
く
は
世
情
に
附
く
。

隋
朝
久
し
く
已
に
焚
除
す
る
も
、
愚
叢
猶
お
自
ず
か
ら
濫
用
す
。

と
焼
却
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
晩
年
の
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
に
著
し
た
『
大
唐
内
典
録
』
巻
一
〇
・
歴
代
所
出

疑
偽
経
論
録
の
末
尾
に
も

じ
ん
か
ん

こ

右
、
諸
々
の
偽
経
論
は
、
人
間
の
経
蔵
に
往
往
に
し
て
之
れ
あ
り
。
其
の
本
尚
お
多
し
。
更
に
録
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
待
つ
。

と
、
廃
棄
の
対
象
と
な
っ
て
な
お
民
間
に
流
布
し
て
い
る
実
態
を
記
し
て
い
て
、
こ
れ
も
ま
た
大
蔵
経
編
成
史
上
の
一
事
実
で
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

（
６
）
漢
訳
大
蔵
経
の
確
立
│
唐
時
代

と
う
け
い

『
大
唐
東
京
大
敬
愛
寺
一
切
経
論
目
』（
大
正
蔵
『
衆
経
目
録
』）

五
巻

静
泰
撰

高
宗
・
龍
朔
三
年

（
六
六
三
）
成
立

『
大
唐
内
典
録
』

十
巻

道
宣
撰

高
宗
・
麟
徳
元
年
（
龍
朔
四
年
）（
六
六
四
）
成
立
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『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
十
五
巻

明
佺
等
撰

武
則
天
・
天
冊
萬
歳
元
年

（
六
九
五
）
成
立

『
開
元
釈
教
録
』

二
十
巻

智
昇
撰

玄
宗
・
開
元
十
八
年

（
七
三
〇
）
成
立

『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
三
十
巻

円
照
撰

徳
宗
・
貞
元
十
六
年

（
八
〇
〇
）
成
立

西
暦
六
一
八
年
に
隋
に
替
わ
り
唐
が
建
国
さ
れ
ま
す
と
、
以
上
の
よ
う
な
経
録
が
編
纂
さ
れ
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ず

静
泰
の
経
録
は
、
一
寺
院
の
現
在
書
目
録
で
あ
る
た
め
か
、
入
蔵
典
籍
の
巻
数
の
下
に
紙
数
を
記
し
て
実
用
化
が
図
ら
れ
て
い
ま

す
。
続
く
『
大
唐
内
典
録
』『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』『
開
元
釈
教
録
』『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』、
こ
の
四
つ
は
重
要
な
意
義
を
持
っ

て
い
ま
す
。『
大
唐
内
典
録
』
の
編
者
道
宣
は
、
南
山
律
宗
の
始
祖
で
あ
り
、
そ
の
学
問
の
主
体
で
あ
る
戒
律
学
関
連
の
多
く
の
著

書
の
ほ
か
に
、
歴
史
や
仏
教
思
想
に
関
す
る
編
著
書
も
多
数
あ
り
、『
続
高
僧
伝
』
も
そ
の
一
つ
で
す
。『
大
唐
内
典
録
』
で
は
『
三

宝
紀
』
に
な
ら
っ
て
「
代
録
」
と
「
入
蔵
録
」
を
設
け
て
、
唐
代
の
経
録
の
先
鞭
を
な
し
ま
し
た
。

『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』、
こ
れ
は
則
天
武
后
が
唐
の
帝
位
を
奪
い
周
の
皇
帝
と
し
て
即
位
し
た
時
に
作
ら
れ
た
経
録
で
す
。
則
天

武
后
は
仏
教
を
非
常
に
高
く
評
価
し
、
即
位
時
に
も
利
用
し
ま
し
た
。
そ
し
て
史
上
最
善
の
経
録
と
さ
れ
て
い
る
の
が
『
開
元
釈
教

録
』
で
す
。
玄
宗
の
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
成
立
の
こ
の
経
録
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
経
律
論
三
蔵
と
賢
聖
集
伝
合
わ
せ
て
五
千

て
い
げ
ん

四
十
八
巻
と
い
う
総
数
が
定
ま
り
、
こ
の
数
字
が
そ
の
後
の
漢
訳
大
蔵
経
の
基
本
を
な
し
ま
し
た
。
次
の
『
貞
元
録
』
は
『
開
元

録
』
の
入
蔵
禄
に
よ
り
な
が
ら
、『
開
元
録
』
の
続
編
の
形
を
取
り
つ
つ
、
新
来
の
密
教
関
係
の
文
献
が
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。以

上
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
内
容
を
持
つ
経
録
『
大
唐
内
典
録
』
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
道
宣
が
住
持
す
る
長
安
・

西
明
寺
所
蔵
の
経
典
類
を
基
本
に
編
纂
さ
れ
ま
し
た
が
、
巻
八
の
入
蔵
録
に
は
各
仏
典
の
巻
数
だ
け
で
は
な
く
、
経
典
ご
と
の
必
要
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紙
数
と
、
十
巻
一
帙
と
し
た
帙
数
、
及
び
配
架
の
順
序
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
て
、
実
用
上
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
更
に
道
宣

は
「
歴
代
衆
経
挙
要
転
読
録
」（
巻
九
）
を
編
ん
で
、
読
経
の
実
用
に
備
え
、
ま
た
「
歴
代
衆
経
応
感
興
慶
録
」（
巻
十
）
で
は
、
経

典
を
読
誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
奇
瑞
・
感
応
の
実
例
を
示
し
ま
し
た
。
道
宣
は
、『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
三
巻
（『
大
正

蔵
』
巻
五
二
）
や
『
律
相
感
通
伝
』（
同
上
・
巻
四
五
）
を
編
纂
し
て
い
る
よ
う
に
、
感
応
の
事
例
を
非
常
に
重
要
視
し
た
人
で
す
。

経
録
に
こ
う
い
っ
た
具
体
的
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
例
は
他
に
な
く
、
実
用
経
録
と
し
て
の
『
大
唐
内
典
禄
』
の
一
面
を
今
に
伝
え

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
７
）『
歴
代
三
宝
紀
』
に
対
す
る
日
本
・
中
国
で
の
評
価

最
後
に
、『
歴
代
三
宝
紀
』
に
対
す
る
日
本
・
中
国
で
の
評
価
の
正
負
両
面
に
つ
い
て
、
若
干
御
紹
介
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
先
ず
日
本
で
の
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
経
録
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
極
端
に
低
い
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は
例
え

ば
、
小
野
玄
妙
『
仏
書
解
説
大
辞
典

別
巻

仏
典
総
論
』（
一
九
三
六
年
）
や
、
林
家
友
次
郎
『
経
録
研
究

前
篇
』（
一
九
四
一

年
）、『
異
譯
經
類
の
研
究
』（
一
九
四
五
年
）
等
で
は
、
著
者
費
長
房
の
翻
訳
者
の
選
定
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
、
極
め
て
杜
撰
で

あ
り
後
世
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
、
強
い
口
調
で
批
判
し
ま
す
。
一
方
、
常
盤
大
定
『
後
漢
よ
り
宋
斉
に
至
る
訳
経
総
録
』

（
一
九
三
八
年
）
で
は
比
較
的
に
中
庸
な
表
現
で
批
判
し
ま
す
が
、
凡
そ
経
録
を
用
い
る
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
『
歴
代
三
宝
紀
』

に
対
し
て
は
批
判
的
な
論
調
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
一
方
、
現
代
中
国
の
中
国
宗
教
史
研
究
の
分
野
で
最
も
優
れ
た
成
果

を
挙
げ
た
人
物
に
陳
垣
（
一
八
七
九
〜
一
九
七
一
）
が
い
ま
す
が
、
彼
は
『
中
国
仏
教
史
籍
概
論
』（
一
九
四
八
年
）
巻
一
に
梁
・

僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』
に
続
い
て
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
本
書
之
特
色
」
の
項
で
、
そ
の
史
書
と
し
て
の
記
述
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に
高
い
評
価
を
与
え
賞
賛
し
て
い
ま
す
。
な
お
二
〇
一
四
年
に
な
っ
て
、
京
都
大
学
の
西
脇
常
記
・
村
田
み
お
両
氏
に
よ
っ
て
『
中

国
仏
教
史
籍
概
論
』
の
平
易
な
現
代
語
訳
（
和
泉
書
館
刊
）
が
な
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
参
照
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

『
歴
代
三
宝
紀
』
の
記
録
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、
経
典
目
録
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
記
録
と
し
て
も
非
常
に
意
義
の
あ

る
史
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
お
伝
え
し
、
時
間
な
の
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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